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〇
国
土
交
通
省
令
第
六
十
四
号

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第

二
条
第
四
項
、
第
六
十
条
、
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
八

十
三
条
、
第
八
十
三
条
の
二
、
第
九
十
七
条
第
三
項
、
第

九
十
九
条
並
び
に
第
百
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
六
月
七
日国

土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

Ｓ
Ｂ
Ａ
Ｓ
（
静
止
衛
星
型
衛
星
航
法
補
強
施
設
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）

第
百
四
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
百
九
十
一
条
の
二

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
飛
行
中
に
あ
つ
て
は
、
方
向

探
知
機
、Ｖ
Ｏ
Ｒ
受
信
装
置
及
び
機
上
タ
カ
ン
装
置
は
、

装
備
し
な
く
て
も
よ
い
も
の
と
す
る
。

第
百
四
十
八
条
第
四
号
中
「
第
百
四
十
五
条
」
を
「
第

百
四
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
七
条
の
二
中
「
又
は
精
密
ド
プ
ラ
ー
レ
ー

ダ
ー
装
置
」
を
「
、
精
密
ド
プ
ラ
ー
レ
ー
ダ
ー
装
置
又
は

衛
星
航
法
装
置
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
九
条
の
見
出
し
中
「
附
近
」
を
「
付
近
」
に

改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
左
の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
計
器
飛
行
」
を
「
計
器
飛
行
方
式
」
に

改
め
、
同
項
第
三
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

進
入
限
界
高
度
よ
り
も
高
い
高
度
の
特
定
の
地

点
を
通
過
す
る
時
点
に
お
い
て
飛
行
場
に
お
け
る

気
象
状
態
が
当
該
飛
行
場
へ
の
着
陸
の
た
め
の
進

入
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
最
低
の
気
象
条
件

未
満
で
あ
る
と
き
。

第
百
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
地
表
面
又
は
水

面
」
を
「
目
視
物
標
」
に
改
め
、「
視
認
」
の
下
に
「
か
つ

識
別
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
進
入
限
界
高
度
」
の

下
に
「
、
進
入
限
界
高
度
よ
り
も
高
い
高
度
の
特
定
の
地

点
及
び
目
視
物
標
」
を
加
え
る
。

第
百
九
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
地
上
物
標
」

を
「
目
視
物
標
」
に
改
め
、同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

許
容
さ
れ
る
航
法
精
度
が
指
定
さ
れ
た
経
路
又
は

空
域
に
お
け
る
広
域
航
法
に
よ
る
飛
行
（
Ｄ
Ｍ
Ｅ
、

Ｓ
Ｂ
Ａ
Ｓ
そ
の
他
の
無
線
施
設
か
ら
の
電
波
の
受
信

又
は
慣
性
航
法
装
置
の
利
用
に
よ
り
任
意
の
経
路
を

飛
行
す
る
方
式
に
よ
る
飛
行
を
い
う
。）

第
二
百
六
条
中
「
計
器
飛
行
方
式
に
よ
り
飛
行
す
る
」

を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
場
合
」
の
下
に「（
次
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同

条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

有
視
界
気
象
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
有
視
界
気
象

状
態
を
維
持
し
て
最
寄
り
の
飛
行
場
に
着
陸
す
る
こ

と
が
困
難
な
場
合
（
計
器
飛
行
方
式
に
よ
り
飛
行
す

る
場
合
に
限
る
。）又
は
計
器
気
象
状
態
に
あ
る
場
合

は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
航
行
す
る
こ
と
。

イ

法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
飛
行

計
画
に
よ
る
航
路
（
以
下「
承
認
を
受
け
た
航
路
」

と
い
う
。）に
従
つ
て
、
当
該
飛
行
計
画
に
よ
る
最

初
の
着
陸
地
（
以
下
「
目
的
地
」
と
い
う
。）の
上

空
（
目
的
地
へ
進
入
す
る
地
点
と
し
て
特
定
の
航

空
保
安
無
線
施
設
又
は
地
点
が
指
示
さ
れ
て
い
る

場
合
は
、
そ
の
上
空
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）ま
で
飛
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
通
信
機
が

故
障
す
る
以
前
に
管
制
業
務
を
行
う
機
関
よ
り
受

け
た
指
示
（
以
下
「
故
障
前
の
指
示
」
と
い
う
。）

に
よ
り
、
承
認
を
受
け
た
航
路
か
ら
一
時
的
に
逸

脱
し
て
い
る
場
合
は
、最
寄
り
の
位
置
通
報
点（
故

障
前
の
指
示
に
よ
り
、
承
認
を
受
け
た
航
路
に
戻

る
地
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該

地
点
）
に
お
い
て
、承
認
を
受
け
た
航
路
に
戻
り
、

そ
の
後
、
当
該
承
認
を
受
け
た
航
路
に
沿
つ
て
飛

行
す
る
こ
と
。

ロ

故
障
前
の
指
示
に
よ
る
高
度
又
は
国
土
交
通
大

臣
が
定
め
る
経
路
ご
と
に
国
土
交
通
大
臣
が
地

表
、
水
面
若
し
く
は
障
害
物
と
の
間
隔
等
を
考
慮

し
て
定
め
る
最
低
の
高
度
の
い
ず
れ
か
高
い
高
度

及
び
当
該
故
障
前
の
指
示
に
よ
る
速
度（
以
下「
故

障
前
の
指
示
に
よ
る
高
度
等
」
と
い
う
。）を
維
持

し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
時
間
ま
で
飛
行

し
、
そ
の
後
、
通
報
し
た
飛
行
計
画
に
よ
る
高
度

及
び
速
度
を
維
持
し
て
飛
行
す
る
こ
と
。た
だ
し
、

故
障
前
の
指
示
に
よ
り
、
着
陸
の
た
め
の
降
下
を

指
示
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
故
障
前
の
指
示
に
よ

る
高
度
等
を
維
持
し
て
飛
行
す
る
こ
と
。

第
二
百
六
条
第
三
号
中
「
進
入
許
可
」
を
「
着
陸
の
た

め
の
進
入
の
許
可
（
以
下
「
進
入
許
可
」
と
い
う
。）」
に

改
め
、
同
号
イ
中
「
進
入
予
定
時
刻
」
を
「
進
入
許
可
の

指
示
が
与
え
ら
れ
る
予
定
時
刻
（
以
下「
進
入
予
定
時
刻
」

と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中「
計
器
気
象
状
態
」

を
「
有
視
界
気
象
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
有
視
界
気
象
状

態
を
維
持
し
て
最
寄
り
の
飛
行
場
に
着
陸
す
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
（
計
器
飛
行
方
式
に
よ
り
飛
行
す
る
場
合
に
限

る
。）又
は
計
器
気
象
状
態
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中「
進
入
限
度
高
度
」

の
下
に
「
、
進
入
限
界
高
度
よ
り
も
高
い
高
度
の
特
定
の

地
点
及
び
目
視
物
標
」
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
二
十
四
号
の
二
中
「
第
百
四

十
五
条
」
を
「
第
百
四
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項

中
第
三
十
六
号
を
削
り
、
第
三
十
六
号
の
二
を
第
三
十
六

号
と
し
、
第
三
十
六
号
の
三
を
第
三
十
六
号
の
二
と
し
、

同
条
第
二
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七

号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
第
二
百
四

十
二
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）

第
二
百
四
十
条
の
二
第
一
項
中
「
同
項
第
三
十
六
号
の

二
」
を
「
同
項
第
三
十
六
号
」
に
、「
同
項
第
三
十
六
号
の

三
」
を
「
同
項
第
三
十
六
号
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
第
三
十
六
号
」
を
「
第
三
十
五
号
」
に
改
め
、「
権

限
」
の
下
に
「
及
び
前
条
第
二
項
第
六
号
の
権
限
」
を
加

え
、
同
条
第
三
項
中
「
か
ら
第
七
号
ま
で
」
を
「
、
第
七

号
及
び
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
二
条
の
表
第
二
号
中
「
同
項
第
三
十
六
号

の
二
」
を
「
同
項
第
三
十
六
号
」
に
改
め
、
同
表
第
八
号

中
「
同
項
第
三
十
六
号
の
二
」
を
「
同
項
第
三
十
六
号
」

に
、「
同
項
第
三
十
六
号
の
三
」
を
「
同
項
第
三
十
六
号
の

二
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
百
四
十
条
（
同
条
第
一
項
第

二
十
四
号
の
二
の
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第
二
百
四
十

条
の
二
及
び
第
二
百
四
十
二
条
の
改
正
規
定
は
同
年
七

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
航
空
法
施
行
規
則
第
百

九
十
一
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
特
別
な
方
式

に
よ
る
航
行
に
つ
い
て
航
空
法
第
八
十
三
条
の
二
の
規

定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日
前

に
お
い
て
も
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
航
空
法
施
行

規
則
第
二
百
六
条
の
規
定
に
よ
り
航
行
し
て
い
る
航
空

機
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
航
空
法

施
行
規
則
第
二
百
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

航
行
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
内
閣
府
告
示
第
五
百
十
一
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十

九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八
年

十
二
月
二
十
七
日
内
閣
府
告
示
第
九
百
三
十
一
号
を
も
っ

て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
十

九
年
五
月
三
十
一
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
七
日内

閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

塩
崎

恭
久

一

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称

埼

玉
県

二

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称

埼
玉
県
は
ば
た
く
Ｉ

Ｔ
人
材
特
区

三

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲

埼
玉
県
の
全
域

四

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す

る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て

は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。）
修
了
者
に
対
す
る
初
級
シ
ス
テ
ム

ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
試
験
の
午
前
試
験
を
免
除
す
る

講
座
開
設
事
業
（
一
一
三
一
（
一
一
四
三
及
び
一
一
四

五
））及
び
修
了
者
に
対
す
る
基
本
情
報
技
術
者
試
験
の

午
前
試
験
を
免
除
す
る
講
座
開
設
事
業（
一
一
三
二（
一

一
四
四
及
び
一
一
四
六
））

〇
農
林
水
産
省
令
第
五
十
九
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
植
物
防
疫
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
十
九
年
六
月
七
日農

林
水
産
大
臣

赤
城

徳
彦

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
の
十
四
の
項
植
物
の
欄
中
「
以
下
」
を
削
り
、

同
表
の
付
表
第
四
中
「
並
び
に
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
」
を

「
、
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
並
び
に
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ン
」
に

改
め
、
同
表
の
付
表
第
五
中
「
以
外
の
」
を「
を
経
由
し
、

か
つ
、」に
、「
並
び
に
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
」を「
、
グ
レ
ー

プ
フ
ル
ー
ツ
並
び
に
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
ン
」
に
改
め
、
同
表

の
付
表
第
三
十
三
中
「
乾
草
に
混
入
し
た
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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